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大

坂

本

屋

仲

間

雑

孜

そ

の
一一

行

司

本

役

及

び

加

役

な

ど
安

永

美

恵

期
間
を
寛
政
期
ま
で
に
限
定
し
た

こ
と

を
断
わ

っ
て
お
く

。

近
世
の
出
版

に
関
す
る
言
及

を
見
聞
す
る
事
、
近
年
屡

々
で
あ

る
が
、

当
時

の
出
版
事
情

に

つ
い
て
解

っ
て
き
た

よ
う

で
案
外

に
解

っ
て
い
な

い
事

柄
は

依

然
と

し
て
多

い
。
例
え
ば
、

「
板
木

屋
」
は
、
出
版
の

み
を

行
う
本

屋
と
す
る

注
1

注
2

説
が
あ
る

一
友

「板
木
の
彫
刻
を
請
負
う

の
が
本
業
」
と
す
る
考

え
も
あ
り
、

筆
者
も
後
者
に
従
う
者
で
あ
る
が
、
更

に
板
木

そ
の
も
の
を
売
買
す
る
者
の

謂

と

す
る
説
も
あ
る
と

い
う
。
何
れ

に
し

ろ
何
を
商
う
者
か
と

い
う
事
す
ら
明
ら

か
と

は
言
え
な

い
。
常
識
と

見
倣
さ
れ
既
知
の
事
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
事
柄

に
も
具
体
性
を
欠
く
も
の
が
多

い
。
出
版

に
関
す
る
種

々
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、

中
で
も
そ
の
機
構
が

如
何
に
有
機
的

に
働

い
て

い
る
か
を
論
ず
る
事
が
盛

ん
と

な

っ
て
い
る
が
、

そ
の
論
に
お
け
る
用
語
の
定
義
が
曖
昧
な
ま
ま
看
過
さ
れ
て

い
て
は
な

る
ま
い
。
有
機
的
な
機
構
を
研
究
す
る
事
は
重
要
で
あ

ろ
う
が
、

そ

の
機
構
を
支
え
る
歯
車
と

も
言
う

べ
き
個

々
の
用
語
に

つ
い
て
、
よ
り
具
体
的

な

調
査
を
進
め
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立

っ
た
試

み

の
端
緒
と
し

て
、

『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
に
お
け
る
行
司
本
役
お
よ
び
加
役

に

つ
い
て
の
考

察
を
行
う
も

の
で
あ
る
。
な

お
、

今
回
は
便
宜
上
考
察
の
対
象

二

 

『大
坂
本

屋
仲
間

記
録
』
に
収

め
ら
れ

て
い
る

「
出
勤
帳
」
は

「
大
坂
本
屋

仲
間

の
行

司
が

記
録
し
た
業
務

日
誌
で
あ
る
」

(「
出
勤
帳

」
後
記
)
と

い
う
。

宝
暦
十
四
年
正
月
に
始
ま
る

こ
の

日
誌
の
最
初
は
、
行
司
交
替
の
記
録
で
あ
る

。

宝
暦
十

四
年
申
正
月

一
申
正
月
廿

一
日
、
於
大
塚
屋
惣
兵
衛
宅
行
司
受
取
申
候誉

田
屋
伊
右
衛
門

田
原
屋
平
兵
衛

不
参

藤
屋
弥
兵
衛

千
草
屋
新

右
衛

門

神

崎
屋
清
兵
衛

長
谷
川
屋
喜
右
衛
門

加
役

柏
原

屋
佐
兵
衛

同

山

城
屋
忠
次
郎
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当
時
、
行
司
交
替
は
右

に
も
あ
る
如
く
大
塚
屋
惣
兵
衛
宅
で
行
わ
れ
る
事
が
多

注
3

い
が
、

こ
の
大
塚
屋
惣
兵
衛
は
享
保
九
年
正
月
ま
で

に
仲
間

に
加
入
し
、

後
、

世
利
分
会
主
を
務
め
る
本

屋
で
あ
る
。
誉

田
屋
伊
右
衛
門
以
下
の
八
名
の
者
が

以
後
四
ケ
月
、

五
月
二
十

一
日
の
交
替

日
ま
で
行
司
を
務
め
る
と

い
う
訳
だ
が
、

そ
の
内
、
柏
原

屋
佐
兵
衛
、
山
城
屋
忠
次
郎
の

二
名

に
は
、

「
加
役
」
と

い
う

添

え
書
き
が
あ
る
。

こ
の
加
役
と
は
如

何
な
る
役
職
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ

に
就

い
て
考

え
る

に
当
た

っ
て
、
ま
ず
行
司
職

に

つ
い
て
触
れ
て
お
き

た

い
。

蒔
田
稲
城
氏
の

「京
阪
書
籍
商
史

』
に
依
れ
ば
、
行
司
の
職
務
は
広
範

に
亘

っ
て
い
る
が
、

そ
の
主
要
な
も

の
は
、
仲
間
内
部

に
於

い
て
出
版

・
販
売

さ
れ
る
本

の
吟
味

及
び
許

可
に
関
す
る
事
務
的
手
続
き
、
仲
間
内
及
び
仲
間
員

と
他

の
地
方

の
本

屋
と

の
間
に
生
じ
る
重

板

・
類
板
紛
議
の
調
停
、
奉
行
所
触

達

の
仲

間
員

へ
の
伝
達
等
で
あ

る
。
本

屋
仲
間

運
営
を

一
手

に
行
う
重
要
な
役

職

で
あ
る
故
、

こ
れ
を
遂
行
し

得
る
資
格

を
備

え
た

人
材
が
求
め
ら
れ
る
。
蒔

田
氏
に
依
れ

ば
、

そ
の
条
件
の

一
つ
は

「
内
部

的
に
は

仲
間
員
を
統
御
し
得
る

だ
け
の
声
望
を
有
す
る
と
共
ハ
に
、
外
面
的

に
外
交

的
手
腕
を

併
有
す
る
者
」
で

あ
る
事
。
従

っ
て

そ
の
選
考

に
は

「
出

板
株

の
多

寡
、

家
柄

、
営

業
年

限
の

長
短
」
と

い

っ
た

「
所

謂
本

屋
の

「
格

式

」
」
が

重
視

さ
れ

る
。

ま
た

一
方

「
資
力
と

時
間
と
の
蝕
裕
あ
る

者
」

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
れ
は

「
自

家
の
営
業
を
顧
る
暇
も
な

い
程

に
」
多

忙

で
あ
り

「
そ
れ
が

為

め

に
営

業

に

支
障
を
来
さ
な

い
境
遇
の
者
で
な

け
れ
ば

勤
ま

ら

ぬ
」
か

ら
で
あ

る
。

こ
れ

等
の
事
は
加
役
に
対
し

て
も
或
る
程

度
期

待
さ
れ

た
と

考

え
て

良

い
で
あ

ろ

う
。

三

「加
役

」
は
、

そ
の
言
葉
か
ら
解
る

よ
う

に
、

正
規

の
役

に

(臨

時
に
)
追

加

さ
れ
た
役
、

即
ち
行
司
本
役

に
対
す
る
加

役
で
あ
り
、
本

役
の
手
助
け
と
な

る
、
補
助
役
と

で
も

い
う

べ
き
も

の
と

思
わ
れ
る

。

『大
坂
本

屋
仲
間

記
録

』
に
お
け
る

「
加

役

」
の

初
見
は

、

先

に
示
し
た

「
出
勤
帳

」
宝
暦
十

四
年

正
月

条
の
記
事

で
あ
る

。
こ
の
時
点
以
前
の

「
出
勤

帳

」
が
備

わ

っ
て
い
な

い
為
、

記
録

の
上
で
確
認
す
る

こ
と
は

出
来
な

い
が
、

加

役
と

い
う
役
職

そ
の
も

の
は
、
行
事

職
が

初
め
て
設

け
ら
れ
た

時
点
か
ら
そ

う

遠
く
は
な

い
頃
に
、

既
に
存
在
し

て
い
た
と
も

考
え
得
る

で
あ
ろ
う
。

本
役
と

そ
れ

以
外
の
当
役
行
司
と

の
制
度

上
の
違
い
は
、

行
司
交
替
後
に
奉

行
所

へ
提
出
す
る

御
断
書

に
名

前
を
連
ね
押
印
す
る
か

否
か

に
あ
る
ら
し

い
。

印
形
を
届
け
出
る

の
は
常

に
六
名
で
、

そ
の
六
名
が

正
規
の
行
司
、

す
な

わ
ち

本
役
と

い
う
事

に
な

り
、

従

っ
て
惣
会

所
か
ら
正
式
に
文
書
を
以
て
召
換
を
受

け
る
の
は
こ
の
六
名
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。

一
例
を
示
そ
う
。

安
永
八
亥
年
正
月
廿
日
、

行
司
請
取

(
篤
行

司
)

圃
篤
組

印
形
休

藤
屋
弥
兵
衛

柏
原
屋
佐
兵
衛

(
○
)

神
崎
屋
清
兵
衛

(
○
〉

奈
良
屋
善
助

(
○
)

千
草
屋
新
右
衛
門

(○
)

印
形
二
入

塩
屋
平
助

(
○
)

田
原
屋
平
兵
衛

(
○
)

無
印
形

柏
原
屋
重
兵
衛

こ
の
後

二
月
四
日

に
仲
間
人
数
高
書
付
を
提
出
し

て
お
り
、

そ
の
覚
書

に

「
此

内
行
司
六
人
、
名
前
左
之
通
り
」
と

あ
り
、
筆
者
が
私
に
○
印
を
付
し
た
者
の

名
が
載
る
。
こ
れ
が
本
役
で
あ
ろ
う
。

「
印
形
休
」
と

添
え
書
き
の
あ
る
藤
屋
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注
4

弥
兵
衛
は
右
の
通
り
篤
組
の
筆
頭
で
あ
る
。
前
々
回

(
安
永
四
年

九
月
着

任
)

ま
で
は
本
役
で
あ

っ
た
が
、
前
回

(
安
永
六
年
五
月
着
任
)
及
び
今
回
は

「
印

注
5

形
休
」
と
な

っ
て

い
る
。
代
わ

っ
て
安
永
三
年
正
月
廿
日
交
替
の
際
に
は

加
役

で
あ

っ
た
塩
屋
平
助
が

「
印
形

ニ
入
」
と

な
り
、
今
回
は
本
役
と

な

っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
柏
原
屋
重
兵
衛
は
前
回
安
永
六
年
五
月
交
替
時

に
、

今
回
の
塩

屋
平
助
と
同
様
に

「印
形

二
入
」
と

な

っ
て

い
た
た
め

に
、
今
回
は

「
無
印
形
」

と
な

っ
て

い
る
の
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
右
の
八
人
中
で
は
、
柏
原
屋
重
兵
衛
が

加
役
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
印
形
休
」
と

「
加
役
」
と
が
共
ハ
に
記
さ
れ
て

い
る
例
は

見
当
ら
ず
、

こ
の
藤
屋
弥
兵
衛
の
様
な
場
合

に
は
、

「
加
役
」
と

は

言

わ
な
か

っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

「
出
勤
帳

」
の

記
述
態
度
は

一
定
で

は
唾

¢
、

そ
の
た

め
加
役

で
あ
る
事
を
明
示
し
な

い
場
合
も
多

い
。
後

に
掲
げ

る
表
の
作
成

に
当
た

っ
て
も
、
加
役
を
判
断
す
る
際

に
は

こ
の
様
な
手
続
を
採

っ

た

こ
と

を
断

っ
て
お
く
。

(
安
永

九
年

)
正
月
廿

日
、
審
組

お
慎
組

江
申

送
り
」
に

一
行
司
加
役

衆
大

方
出
勤

不
被

致
候
、
仲

間
格

式
見
習
ひ
之
た

め

二
も
相
成

候
間
、

以
来
無

滞
被

相
勤
候
様
、

参
会

之
席

二
て
被
仰
渡
被
下
度
候
事

(
傍
点
筆
者
。
以
下
も

同
じ
)

と
あ
る

。
行
司
加
役
の
者

達
が

当
行
司
の
寄
合
な

ど
に
出
席
し
な

い
こ
と
が
多

く
な

っ
て
い
る

。
加
役
の
者
が
出

勤
す

る
事
は

仲
間
格

式
見
習
の
為

に
も
な
る

注
7

の
で
あ
る

か
ら
、

以
後
は

真
面
目
に
出

勤
す

る
よ
う
、

来
た
る

仲
間
参
会

の
席

上
で
言
い
渡
し

て
欲
し

い
と

の
申
送
り
で
あ

る
。
こ
れ
を
承
け
た

慎
組
で
は
、

同
年
三
月
十
二
日
の
寄
合
の
席
上
、

三
月
十
七
日
の
参
会
に
備
え
て
、

同
趣
旨

の

口
上
書
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
文
中
に
は

「
此
義

ハ
御
銘

ξ
段

3
本
役
も

御

勤
被
成
候
見
習
之
為

二
も
御
座
候
」
と

見
え
る
。
こ
れ
等
か
ら
推
察
す
る
と

、

加
役
と

は
、
近

い
将
来
本
役
を
勤
め
る
で
あ
ろ
う
其
の
時
に
備
え
て
、

本
行
司

を
手

伝
い

つ
つ
、
仲

間
格
式

や
行
司
の
業
務
を
見
習

い
覚
え
る
為
の
行
司
見
習

い
、

行
司
職
実

習
生
と

い

っ
た
性
格
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と

す
れ

ば
、

当
時
の
加

役
は
、

行
司
未
経
験
者
と

い
う
属
性
を
持

つ
筈
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、

後
掲
表
中
に
、

行
司
経
験
者
が
中
途

で
加
役

に
な

っ
て

い
る
者
が
あ

る
が
、

こ
の
内
、

例
え
ば
富
士
屋
長
兵
衛

の
場
合
は
、
明
和

二
年
五
月
二
十

一

日
の
行
司
交
替
の
際
の
記
録
に

長
兵
衛
殿
病
死

二
付
、
養
子
庄
兵
衛
家
督
譲
り
受
、
名
前
改
長
兵
衛

と

あ
る
通
り
、
加
役

に
な

っ
た
の
は
養
子
庄
兵
衛
で
、

こ
れ

以
前
の
行
司
長
兵

衛
と

、
加
役

に
な

っ
た
長
兵
衛
と

は
別
人
な
の
で
あ
る

。
そ
の
他

の
場
合
も
個

別

に
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
富
士
屋

長
兵
衛
の
場
合
は
、

い
わ

ゆ
る
本
屋
の
格
式
は
既
に
備
わ

っ
て
お
り
、

そ
の
意

味
で
は
行
司
の
資
格
を
満
た
し
て

い
る
の
だ
が
、
右
の
通
り
代
替
り
の
た
め
加

役
と
な

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
事
か
ら
も
加
役
が
行
司
見
習
い
の
意
味
を
持

つ
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、
前

記
の
記
録

に
述

べ
る
よ
う
な
加
役
行
司
の
出
勤
状
態
の
悪
さ

に

つ
い
て
少
し
考
え

て
み
た

い
。
何
故

に
出
勤
し
な

い
の
か
。
こ
れ
は
前
節
で

も

触
れ
た
、

行
司
職

の
多

忙
な
点

に
原
因
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

試
み
に
安

永
八
年

正
月
廿
日
か
ら
同
年
五
月
廿

日
ま
で
の
篤
組
行
司
の
記
載

を
追

っ
て
み
た

い
。
篤
組
は

五
組
の
中
で
も
詳
細

に
記
録
を
残
し
て
お
り
、

そ

れ

に
依

っ
て
行
司
の
具
体

的
な

行
動

の
跡

を
、
或
る
程
度
は
知
る
事
が
で
き
る

で
あ

ろ
う
。

正
月
二
十
日
に
行
司
受
取
り
、

定
例
の
交
替
御

断
り

の
為

に
翌

二
十

一
日
惣

会
所

へ
赴
く

。

二
月
三
日

「
南
組
惣
会
所

δ
呼

二
来
り
、

塩
屋
平
助
参
り
候
所
、
仲
間
人
数

高
書
付
ケ
出

シ
可
申
旨
」
言

い
渡
さ
れ
、

早
速

「
本
屋
仲

間
人
数

百

四
十

一
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人

」
と
記
し
た
書
付
を
、
翌
四
日

に
南
惣
会
所

へ
提
出
し
た
と

こ
ろ
、

午
後

に

な

っ
て
再
び
呼
び
出
さ
れ

「
右
之
書
付
斗

二
て

ハ
相
済

不
申
候
間
、

人
別
帳
二

通
り
写
、
北
組
惣
会
所

へ
出

シ
可
申
由

」
言
渡
さ
れ
る
。

そ
こ
で
更

に
二
通
を

作
成
、
二
月
六
日
に

「
仲
間
人
別
帳
弐
冊
、
北
組
惣
会
所

へ
出

ス
」
と

見
え
る
。

二
月
七

日
大
宗
宅

に
て
寄
会
。
行
司

五
人
出
勤
し

「
売
子

}
件

二
付
」
十

三

名

を
呼
寄

せ
、
評
談
を
し
て

い
る
。

こ
の

日
の
寄
会
は

「
早
朝

6
寄
、
甲
刻
退

散
」
即
ち
夕
刻
ま
で
か
か

っ
て

い
る
。
し
か
も

そ
の

一
件

に

つ
い
て
は

翌
八
日
、

翌

々
九

日
に
も
評
議
が
行
わ
れ
、

そ
の
評
議
の
覚
を
書
付

に
し

て
二
月
十

一
日

に
仲
間
内

に
廻
し
て

い
る
。

二
月

二
十

三
日
、
行
司

二
人
が
北
組

惣
会
所

へ
出
掛
け

て
い
た
と

こ
ろ

「東

御
奉
行
初
入

二
付
、
仲
間
人
別
帳
壱
冊
、
廿
七

日
迄

二
差
出

シ
候
様
」
仰
付

け

ら
れ
る
。

「
仲
間
人
別
帳

」
は
全
仲
間
員

一
名
ご
と

に
町
処
を
書

い
た
も
の

で
、

百

四
十

一
人
分
を
再
び
記

さ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と

に
な
る
。

三
月
十
七

日
は
定
例
と
な

っ
て

い
る
仲
間
の
参
会

(総
仲
間
の
集
会

)
が
あ

る
。

そ
の
準
備

に
、

ま
ず

三
月

八
日

「
寄
会
過
6
七
人
同
道
致
、
西

照
庵

へ
参

会
あ

つ
ら

ヘ
ニ
行
」
。
十

日
に

「
塩
平
方

二
て
参
会
の

廻
文

認
」
。
十

一
日
よ

り

「
廻
文
持
廻

ス
」
。
十

四
日

ヱ
ナ
ミ
ヤ
方
寄
会
で

「
仲
間
加
入
連
名
書
、
参

会
之
節
張
紙
」
を
認
み

「其
外
い
ろ
　

の
書
キ
物
出
来
」
と
見
え
る
。
参
会

当

日
の
十
七

日
に
は

「
如
例
於
西

照
庵
参
会

相
勤
、
但

シ
、

此
度
新

加
入
之
衆

多
候
故
、
大

二
多
用
也
」

「
子
上
刻

罷
帰

」
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。

参
会
が
多
忙
だ

っ
た
の
は

「
其
上
井
筒

屋
治
助

脇
指
紛

失

二
付
、
何
か
と

時

刻

ウ
ツ
ル
」
と

い
う
事
情
も
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る

。
こ
の
件

に

つ
い
て
は
翌
十

八
日
に
は

「
早
朝
6
、
右
紛
失
脇
指
之
事
尋
之
為
人
足
弐
人
仕
立
、
昨

日
出
席

有
之
候
方

へ
廻

ス
」
と
あ
り
、
十
九

日
に
漸
く

「
右
紛
失
脇
指
御
届

二
井
筒
屋

6
訴
之

」
と

見
え
る
。

四
月
三
日
に
は

「
北
組
惣
会
所

へ
、

五
日

二
惣
印
形

二
出
候
様

差
紙

」
が
来

て

「
即
刻
切

紙

二
口
上
書
」
を
認
め

「
仲
間
中
」
に
配
る
と

い
う

仕
事
が
あ

っ

た

。
こ
れ
は

そ
の
日
の
内
に
は
終
わ
ら
ず
、

翌
四
日
ま
で
か
か

め
た
。

惣
印
形

の
当
日
、
五
日
の
記
録
に
は

「
北
組

惣
会
所

へ
惣
印
形

二
出

ル
、
朝
飯
後

6
行
、

午
刻

二
印

形
初
り
、

印
形
過
て
落
印
之
方
書
付

出
し
、

未
下
刻
帰

」
と
あ
る
。

落

印
の

有

っ
た
も

の
は

百
八
十
八
人
中
十

一
人
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ

に
就

い
て

の
書
付

を
提

出
し
、

さ
ら
に
、

落
印

の
あ

っ
た
本

屋
に
対
し

て
は
印
形
を
早
く

惣
会
所

に
持
参
す

る
よ
う
に
と

の
書
付

を
、

一
枚

ず

つ
書
き

送

っ
て
い
る
。

五
月
十
九
日
に
は
、

翌
日
の
行
司
交
替

に
向

け
て
の
準
備
、
帳
簿
等
の
整
理

が

行
わ
れ

て
い
る
。

以
上
は

こ
の
期

間
中

の
主
要
な
事
務

に

つ
い
て
の
み
、
記
録
を
拾

っ
て
み
た

に
過
ぎ
な

い
が
、

こ
れ

だ
け
で
も

行
司
職

の
繁
雑

さ
の

一
端
が
十
分
窺
え
る
も

の
と

思
う
。
五
月
二
十

日
、

次
行
事

へ
の
申
送
り
は

二
十

三
件
で
あ

っ
た
。
そ

れ

で
も

今
回
は
、

厄
介
な

重
板
類
板

の
紛

議
も
な
く
、
行
事
の
惣
寄
会
も
開
か

れ
ず
.
京

・
江
戸
本
屋
仲
間
及
び
そ
の
他

地
方
と

の
交
渉

・
紛
議
も
な
か

っ
た
。

比
較
的
余
裕

の
あ
る
方

で
は
あ

る
ま

い
か

。

こ
の
四
ヶ
月
間

に
、

惣
会
所

へ
は

九
回
出
か
け
、
寄
会
は
、

そ
れ
と

明
記
さ

れ
た
も

の
に
限

っ
て
も

十
六
回
。
主
要
業
務
で
あ
る
出
版
物
取
扱

い
数
は
延

べ

九
十
八
点

(
こ
の
内
十

九
点
は

申
送
り
と
な

っ
た

)
で
あ
る
。
六

日
連
続
出
勤

が

一
度
あ
る
他
、

五
日
連
続
が

二
度
、

四
日

・
三
日
連
続
が

そ
れ
ぞ
れ

一
度
、

二
日
連
続
は
七

度
も
あ
り
、

出
勤

日
数
は

三
月
の
十
九

日
を
筆
頭

に
、
総
計
五

十

四
日
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。

こ
れ
程

に
行
司

の
職
業
は
繁
雑

で
多

忙
を

極
め
る

。

行
司
た

り
得

る
者

が

「
資
力
と
時
間
と
の
鯨
裕
あ
る
者
」

で
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
所
以
で
あ
る
。
と

こ

ろ
が

こ
の
繁
雑
な
仕
事

の
大
部
分

に
、
加
役
も
立
会
わ

ね
ば
な
ら
な

い
こ
と

は
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言
う
迄
も
な

い
。
こ
れ
を

こ
な

せ
る
程

に
安
定
し
た
経
営
状
態
の
本
屋
な
ら
ば

出
勤
も
で
き
る

で
あ

ろ
う
が
、

そ
れ
が
為

に
自
家
の
商
売
の
危
く
な
る
者
は
出

勤
で
き
な

い
事
と
な

ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
を
考
え
合
わ
せ
て

み
る
な
ら
ば
、

加

役
と

は
行
司
と
な
り
得
る
可
能
性
を
備
え
た
人
材
の
、
そ
の
可
能
性
を
育
て
る

場
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
可
能
性
が
試

み
ら
れ
る
場
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。

こ
の
時
期

に
出
勤
を
し
な

い
加
役
が
多
か

っ
た
と

い
う
事
は
、
多
く
の
本
屋
が

未
だ
経
営
的
に
安
定
し
て

い
な
か

っ
た
為
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考

え
て
み
る
と

、
安
永
六
年
四
月
十
八
日
の
記
録
中

に
見
え
る
、
加
役
断

口
上
書

を
提
出
し
た

伊
丹
正

(
次
章
参
照
)
な
ど
も
、
背
後

に
こ
の
様
な

事
情
が
あ

っ

た

の
で
は
な

い
か
と

思
え
て
く
る
。

四

加
役
の
人

選

・
任
命
権
は

行
司
職
の
者
が

握

っ
て
い
た
ら
し

い
。
加
役
選
任

は
行
司
選
任
の
方
法
と
も

関
連
し

て
、

安
永

・
天
明
頃
と

寛
政
九
年
以
降
と
で

は
、

そ
の
手
順

に
変
化
が

見
ら
れ
る

。

加
役
の
方
は
安
永
元
年

五
月
十
四
日
に

「
仲
間
次

行
司
加
役
差
図
」
と
見
え

る
如
く
、
次
の
行
司
の
加
役
を

そ
の
前
の

行
司
が
交
替

日
以
前
に
定
め
た
。
安

永
六
年
四
月
十
八
日

に
は
、

一
伊
丹
正
、

加
役
行
司
断

口
上
書
出

ル

と

見
え
、

交
替
日
の

一
ケ
月
程
以
前

に
は
人
選
が
な
さ
れ
て

い
た

こ
と

が
窺
え

る

。
ま
た
、

安
永
六
年
に
は

「
加
役
帳
」
な
る
物
が
作
ら
れ
て

い
る
。

五
月

二
十

日
条
中

一
加
役
帳
此
度
椿

置
候
、

以
来
此
帳
見
合
候
而
、

加
役
相
定

メ
可
被
成
候
事

「
加
役
帳

」
に

つ
い
て
は

調

べ
が

つ
い
て
い
な

い
が
、

在
役
期
間
や
本
屋
名
は

当
然
と
し

て
、
勤
務
評
定
と

い

っ
た
性
格
も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ

を
披
見
し

つ
つ
人
選
を
行

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
方
行
司
本
役

に

つ
い
て
は
、
次
の
行
司
に
欠
員
の
あ
る

場
合
も
、

原
則
的

に
は

欠
員
の
で
き
た

そ
の
組
で
独
自
に
行
司
を
決
め
て
い
た

よ
う
で
あ
る

。
組

の
独
立
性

の
強
か

っ
た
事
が
思
わ
れ
る

一
例
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が

こ
の
方
法
に

不
都
合
が
生

じ
た
ら
し

い
。
天
明
八
年
正
月
二
十
日
、
次
行

司

へ
の

「
交
代
申

送
り

之
覚

」
に
、

一
次

キ
行
司
御
人
数
減
候
節
、
其
節
之
当
行
司
6

差
図
有

之
候

而
も
、

達
而

御
辞
退
被
成
候

ハ
、
、
其
節
困
入
候
義

二
候
、

是
等
之

義
も
惣

寄
合

等
有

之
候

ハ
ゝ
、
御
相
談
被
下
度
候
事

と
あ
る
。
指
名
を
断
わ
る
者
が

出
て
、

急
ぎ
欠
員
補
充
す
る

の
が
難
し
く
な

っ

た
の

で
あ

ろ
う
。
こ
の
件
は
持
ち
越

さ
れ
、

漸
く

寛
政

元
年

正
月

二
十

日
の

「
交
代
申
送
り
之
覚
」
に

「
次
行
司
人
数

減

シ
候

節
、
差

図
当
行
司

δ
可
在
之

事
」
と

見
え
、
こ
れ

に
依

っ
て
、

行
司
の
欠
員
及
び
加
役
の
選
任
は
共

に
そ
の

前
の
行
司
が

行
う
事
と
な

っ
た

。
行
司
当

役
中

に
退
役
者
が
出
た
り
、
本
役
と

な
る
事
を
断
わ
る
者
が

出
る
な

ど
、
本
役

に
欠
員
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
加
役

の
者
が
そ
の
跡
役
と
し

て
そ
の
組

に
加
入
し
、
本
役
と
な

っ
て

唾
廓
。

天
明
八
越
年
九
月
廿
日
6
行

司
圃

(
明
行
司
中
)

柏
原
屋
与
左
衛
門

河
内
屋
喜
兵
衛

鴻
池
屋
長
右
衛
門

不
参

丹
波
屋
次
兵
衛

袈

本
屋
又
兵
衛

加
賀
屋
善
蔵

不
㍉
役
奈
良
屋
長
兵
衛
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近

江

屋

甚

兵

衛

当
行
司
6
印
形
断
二
付
、

加
賀
屋
善
蔵
印
形
本
役

二
成

右
の
場
合
、
近
江
屋
甚
兵
衛
が

「
印
形
断
」
即
ち
本
役
を
退

い
た
た
め
、
加
役

の
加
賀

屋
善
蔵
が

跡
役
に
入

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
寛
政

三
年

二
月
十
五

日
に
、

「惣

寄
会
相
催
、

〈
中

略
〉
已

上
九
人
評
談
之
上
、
丹
波
屋
半
兵
衛
殿

義
病
気

二
付
行
司
退
役
、

尚
又
当
役
相
談
之
上
跡
役
油
屋
甚
七
殿
本
役
に
差
加

へ
」
と
あ

る
如
く
、

行
司
退
役

の
願

い
が
出

さ
れ
る
と

、
惣
寄
会
の
承
認
を
経

た
後
、
当

役
行

司
の
手

に
依

っ
て
跡
役

選
任
が
な
さ
れ
、
こ
の
時
は
当
時
加
役

で
あ

っ
た

油
屋
甚
七
が
本

役
に
加
え
ら
れ

て
い
る
。

寛
政
九

年
十

一
月

に
行

司
当
役
中
の
塩
屋
喜
助
退
役
を
き

っ
か
け
と
し

て
、

注
9

惣
寄
会

に
於

て
行
司
五
組

の
大
き
な
組
替
え
が
行
わ
れ
、
五
組
行
司
本
役
各
六

名
と
篤
組
を
除

く
四
組

に
各

々
加

役

一
名
が
決
め
ら
れ
た
。
従
来
迄
は
通
常
二

名
を
置

い
て
来
た
加
役
の
員
数
が

減
ぜ

ら
れ
た
事

に
な
る
。
こ
の
組
替
以
後
、

行
司
の
構
成
員
は
本
役

・
加
役
共
、
固
定
制
と

な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
政
十

年

九
月

一
日
、
次

の
行
司
交
替

に
備
え
惣
寄
会
が
持
た
れ
て
お
り
、

こ
の
日
の

注
10

記
録

に
よ

っ
て
行
司
選
定

の
過
程
が
窺

え
る
。
こ
の
惣
寄
会
は
、
小
刀
屋
六
兵

衛

の

「
病

気
御

断
」
と
奈

良
屋
善
助
の
死
去

に
依

っ
て
出
来
た
、
次
期
行
司
明

組
中
の

二
名

の
欠
員

を
補
充
す
る
為
、
ま
た
空
席
の
ま
ま
の
篤
組
加
役
を
決
め

る
為

に
開
か
れ
た

。
出
席

者
は

明
組

よ
り
四
名
、
博

・
審

・
篤
各
組
よ
り
筆
頭

と
次
席
格

の
者

の
二
名
ず

つ
、

並
に
当

役
行
司

(慎
組

)
で
あ
る
。
惣
分
か
ら

の
、
入

札
が

宜
し
か

ろ
う
と

の
提

案
に
評
議

一
決
し
、
則
ち
入
札
の
結
果
、
丹

波

屋
伝
兵

衛
が

七
枚

の
内

六
枚
、
小

川
屋
清
右
衛
門
が
七
枚
の
内
五
枚
で
あ

っ

た

。
依

っ
て
本

役
に
丹
波
屋
伝
兵
衛
、

加
役
に
小
川
屋
清
右
衛
門
と
決
ま
る
。

篤
組
加

役
に

つ
い
て
も

同
様
に
入
札
の
結
果
、
九
枚
中
亀
屋
安
兵
衛
が
三
枚
、

山

城
屋
忠
次
郎
が
三
枚
、

残
り
三
枚
は

別
々
の
人
物
で
あ

っ
た
。
同
数
の

二
人

の
内
、
先
開
き

(
開
票

)
の
由
を
以
て
亀
屋
安
兵
衛
と
決
ま
る
。
入
札
者
が
此

の
内
の
誰

々
で
あ
る
か
は
確
定
で
き
な

い
が
、
行
司
本
役
及
び
加
役
の
決
定
は
、

惣
寄
会

に
於

い
て
、
入
札
を
以
て
こ
れ
を
行
う
事
と

な
り
、

以
後

こ
の
方
法
が

踏
襲
さ
れ
て

い
く
よ
う
で
あ
る
。
寛
政
十

二
年
五
月
十
七
日
、
明
組
行
司
和
泉

屋
善
兵
衛
病
死
後
の
跡
役
を
決
め
る
際
も

「例
格
之
通
蟹

惣
寄
会
で
入
札
が

行
わ
れ
た
が
、

加
役
小
川
清
右
衛
門
は
据
え
置
か
れ
、
新
た

に
柏
原
屋
嘉
兵
衛

が
本
役
と

し
て
明
組
に
加
入
し
て

い
る
。
こ
れ
は
同
年
九
月

二
十
九
日
、
阿
波

屋
清
次
退
役
後
に
和
泉
屋
重
兵
衛
が

加
入
し

た
際
も
同
様
で
あ
る
。

行
司
や
加
役
の
選
任
は
、

総
会
に
相
当
す
る
仲
間
参
会
の
席
で
、

仲
間
員
全

体
の
意
向
に
依

っ
て
な

さ
れ

る
も

の
で
は
な

く
、

行
司
が

そ
の
全
権
を
握

っ
て

い
る
。
従

っ
て
そ
の
人
選
に
は
行
司
の
意
向
が

反
映
す
る
と

い
う
事
に
な
ろ
う
。

殊
に
、

寛
政
九
年
以
前
は

一
つ
の
組
内
だ
け
で
決
定
さ
れ
て
い
た
為
、

一
部
の

行
司
の
利
害
や
、

極
端
な

場
合
に
は
個
人
的
な

意
見
に
よ

っ
て
、

そ
の
決
定
が

左
右
さ
れ
る
事
も
あ

っ
た
か
も
し

れ
な

い
。
親
近
者
や
縁
故
者
を
優
遇
し
た

り
、

自
分
の
系
列
下
の
者
を
加
え
る
こ
と

に
依
り
、

仲
間
内
で
の
発
言
力
を
高
め
よ

う
と

す
る

事
が
考

え
ら
れ
る
し
、

あ
る

い
は

ま
た
、

行
司
職
を
務
め
る

に
は

未

だ
経
済
的
に
無
理
の
あ
る
者
を
故
意
に
指
名
す
る
事
も
有
り
得
な
い
事
で
は

な

い
。
特

に
類
板
紛
い
の
本
で

一
儲
け
し

急
成
長
し

た
様
な

本
屋
が
、

行
司
職
を

務
め
る
本
屋
に
不
利
益
を
も
た
ら
し

て
い
る

場
合

に
は
、

こ
の
よ
う
な
処
置
は

効
果
的
に
作
用
す
る
筈
で
あ
る
。

五

大
坂
本
屋
仲
間
に
於
い
て
、

宝
暦
十
四
年
正
月
二
十
日
以
降
、

何
時
、

誰
が

行
司
を
任
じ
て
い
た
か
は
、

先

に
掲
げ
た
如
き
出
勤
帳
の
記
録
に
依
り
、

記
録
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の
逸
し
た

期
間
及
び
記
載
の
粗
略
な
期
間
を
除

い
て

ほ
ぼ
確
定
し
得
る
。
宝
暦

十

三
年

以
前
と

記
録
の
欠
落
し

た
期
間

に
就

い
て
は
、
裁
配
帳

・
差
定
帳

・
聖

定

録
そ
の
他

の
記
録
中

よ
り
或
る
程
度
知
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
等
の
行
司
の

内
、
加
役
は
其

の
旨
が

明
記
さ
れ
て
い
る
場
合

(
表
中

。
印
)
と
、

印
形
の
有

無
の
記
載
、

記
名

の
形

式

・
序
列
、

本
役
行
司
の
確
定
、

及
び
行
司
経
験
の
有

無
等
か
ら
推
定

で
き
る

場
合
が
あ
る

。

以
下
、

こ
の
加
役
行
事

の
寛
政
末

年
ま
で
の
動

向
を
見
る

事
に
依

っ
て
、
当

時
の
大
阪
出
版
界
の
状
況
と

加
役
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
別
表
は
、

説
明

上
の
便
宜
の
為

に
、
右
の

手
続
き

に
依

っ
て
得
た

加
役
の
名
を
、

そ
の
加
役
初

加
入
の
年
代
順

に
列
記
し
た
も

の
で
あ
る

。

加
役
が
行
司
職
見
習

い
の
意

味
を

持

つ
も

の
で
あ
る
ら
し

い
事
は

既
に
述

べ

た
通
り
で
あ
る
。
加
役
行

司
の
内
、
仲

間
加
入
の
時
点
が

判

っ
た
者
は

二
十
名
、

そ
の
六
割
方
は
仲
間
加
入
か
ら

四
年

以
内

に
加
役
を
勤

め
て
い
る

。
そ
の
選
考

の
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
実
際

に
は
仲
間

加
入
か

ら
三
年
程
の
間
に
、

行
司
と

な
る
力
量
を
備
え
て

い
る
か
否
か
、

そ
の
将
来
性
が
判

断
さ
れ
た
事

に
な
る

。

二
十
名
の
中

に
は
、
仲
間
加
入
か
ら
僅
か

一
年
と

い
う
短
期

間
の
内
に
加

役
に

選
ば
れ
た
者
も

い
れ
ば
、
十
年

以
上

を
経

て
い
る

者
も

お
り
、

こ
の
期
間

の
長

短
に
、
選
考
担
当
者
た
る

行
司
の
意
向
が

表
わ
れ
る
と

も
考
え
ら
れ

よ
う

。

安
永
三
年
正
月

二
十

日
か
ら
、
初

め
て
加
役

行
司
と
し

て
篤
組

に
加

わ

っ
て

い
る
和
泉
屋
源
七
は
、
安
永

二
年
正
月
十

一
日
の
記
録
に
次

の
如
く
見
え
る

。

一
敦
九
殿
右
、

い

つ
ミ
屋
源
七
殿
別
家

致
さ
せ
候
間
、
当

正
月
参
会
之
節
、

引
合

披
露
致
呉
候
様
申
参
ら
れ
候
、
則
金

子
百
疋

受
取

置
候
事

敦
賀
屋
九
兵
衛
は
仲
間
発
足
時

よ
り
続
く
古
参
の
家
柄

で
行

司
の
常
連

で
も
あ

り
、

近
く
は
安
永

二
年
五
月
か
ら
九
月
ま

で
を
務

め
て
い
る
。
ま
た
記
録

に
は

記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
、
明
和

八
年
五
月
か
ら
九
月
ま
で

に
も
、
行
司
役
の
順

番
か
ら
見
て
務

め
て
い
る
筈

で
あ
る
。

「
行
司
当
役
帳
」

に
、

一
手
代
別
家

加
入

顔

見
世
金
百
疋

但

シ
、
拾
年

不
勤
内
は
別
家
加
入
不
相
成
候
事

右
、
宝
暦
九
卯
年
定

と
あ
る
事
か
ら
、
和
泉
屋
源
七
は
、
そ
の
敦
賀
屋
九
兵
衛
家

に
十
年
以
上
務
め

た

手
代

で
、
此
度
敦
賀
屋
九
兵
衛
家
の
別
家
と
し

て
仲
間

に
加
入
し

た

こ
と

が

わ
か
る
。

「
帳
合
仕
法
書
」
の
中

に

別
家
加
入
之
例

一
年
行
司
相
勤
候
衆
中
之
中

二
、
別
家
為
致
度
仁
在
之
、

当
行
司
組
合
中
江
、

別
家
加
入
為
致
度
旨
頼

二
参
り
候
節
は

、
其
主
人
直

ζ
う当
役
中
江
相
廻
り

可
申
候
、
勿
論
年
行
司
相
勤
不
申
候
仁
は
、

猶
更
町
嘩

ニ
可
致
候
事

と
見
え
る
。
右
は
文
化
八
年
の
執
筆
で
、

安
永
元
年
当
時
に
こ
の
よ
う
な

「
例
」

が
あ

っ
た
と

は
言
え
な

い
が
、

行
司
を
勤
め
る
書
騨
か
ら
の
別
家
と
、

一
般
の

仲
間
か
ら
の
別
家
と
が
、

何
が
し

か
区
別
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と

は
当
時
に

も
あ

っ
た
か
も
し

れ
な

い
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、

別
家
し
た

本
人
に
注
が

れ
る

目

に
自
ず
か
ら
違

い
が
あ

る
と
し

て
も

不
思
議
は

あ
る

ま
い
。

「
格
式
」
の
高

い
書
聾
の
別
家
と

い
う
点
が
、

加
役
の
選
考
に
於
て
重
視
さ
れ
、
特

に
短
い
期

間
の
内

に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
加
役

に
任
命
さ
れ
た
後
の
実
際
の
出
勤
状

態
を

「
出
勤
帳
」
の
記
録

か
ら
な
が
め
て
み
る
と
、

ど
う
も
出
勤
状

態
の
良
い
者
と

悪
い
者
が

い
る
よ
う

に
思
え
る
。
出
勤
状
態
の
良
し

悪
し
は
、

「
出
勤

帳
」
の
寄
合
の
記
録
の
後
に

記
す
出
席
状
況
か
ら
知
る
し
か
な

い
が
、

こ
れ
も
全

て
の
出
勤

・
不
出
勤
が

記

さ
れ
る
訳
で
は
な
い
為
、

判
断
の
根

拠
と
し

て
全

面
的
に
頼
る

訳
に
は

い
か
な

い
。
し
か
し
、
欠
席
の
甚
し

い
者
に
関
し

て
は
、

そ
の
傾

向
が

窺
え
る
と

思
う
。
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例

え
ば
安
永

六
年

二
月
十

二
日
寄

合
は
、

「
志
方

屋
与
兵

衛

不
参
、

残
七

人

揃

」、
同

二
年
十

四
日
寄
合
は
、

「
八
人
之
内
、
近
甚

・
富
文

・
志
方
与
不
参
」

等
と
記

さ
れ
る

。
こ
の
内
志
方

屋
与
兵
衛
と
富
士
屋
文
蔵
は
加
役
と

推
定
さ
れ

る
者
だ
が
、
出

欠
記
録
の
あ
る
十

三
日

(交
替

日
二
日
を
含
む
)
中
、

富
士
屋

文
蔵
は
出
席

6
、
欠
席

7

(但
し
加
役
の
出
席
が
求
め
ら
れ
て

い
な
か

っ
た

可

能
性
の
あ
る

三
日
を
含

む
)
。
志
方
屋
与
兵
衛
は
出
席
2
、
欠
席
11

(
同
)
と

な
る
。
志
方

屋
の
出
席
状
態
は
良
く
な

い
。

以
後
志
方
屋
は
再
び
行
司
に
着
く

こ
と
は
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
。

こ
の

よ
う
な
加
役
は
点

々
と

見
え
る
。

そ
の
中
で
も
最
も
出
勤
状
態
が
は

っ
き
り
し
て

い
る
の
が
西
田
屋
利
兵
衛
で

あ
る
。

「出
勤
帳
」
明
和
六
年
正
月
二
十
日
の
行
事
交
替
日
の
記
録
中
、

受
取

っ

た
行
司
が
列

記
さ
れ

て
い
る
箇
所

粛
参
西

田
屋
利
兵
衛
」
と

あ
る
上
の
方
に
、

後
筆

に
て

西
利
丈
、

一
度
も
出
勤
無
之

伍
之
算
用
帳

ニ
性
名
除

と
記
さ
れ

て
い
る
。
算
用
帳

に

つ
い
て
は
調
査
が
至

っ
て
い
な

い
が
、

加
役
行

司

に
対
し
て
何
が
し
か

の
手
当

て
の
様
な
も
の
が
出
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

病
気
等
と
の

理
由
説
明
も
な

く
、
最
初

の
交
替
日
か
ら
欠
席
し
て
い
る
事
や
、

西

田
屋
の
他

に
こ
の
様
な
例

を
見
な

い
事
な
ど
か
ら
、
西
田
屋
は

一
方
的
に
無

断

で
欠
席

し
て

い
る
様

に
思
え
る
。

こ
の
西
田
屋
利
兵
衛

の
動
向
を
、

「
大
坂

本
屋
仲
間
記
録

』
を
頼

り
に
追

っ
て
み
た

い
。

西

田
屋
は

『享
保

以
後
大

阪
出
版
書
籍
目
録
』
に
よ
れ
ば
、

宝
暦
七
年
か
ら

明
和
七
年
ま

で
に
七
種

の
本

を
出
版
し

て
い
る
が
、

宝
暦
九
年

二
月

に

「
誹
譜

三
部
書
」

が
絶
板

処
分

を
受
け

て
い
る
。

「
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』

の

「絶

板
書

目
」
に
は
以
下
の
通
り
。

宝
暦

九
卯
年
二
月

誹
譜
三
部
書

公
儀
御
法
度
之
筋
有
之
書
に
付
、

板
木
並
書
物
仕
立
分
及
摺
置
分
不
残
惣

年
寄
え
没
収
、

絶
板

申
渡
、

責
買
禁
止

西
田
屋
利
兵
衛

本
屋
庄
太
郎

清
水
屋
仁
右
衛
門

絶
板
の
直
接
の
理
由
に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

「
出
勤
帳
」
明
和
三
年
正
月
廿
日
の
次
行
司

へ
の
申
送
り
文
に
は
、

一
会
料
懸
銀
滞
候
方
催
促
之
事

但
し
、

泉
幸

・
西
利

・
伊
新

・
堺
市

・
本

伝

・
灘

源

・
泉
文

・
藤
藤

・

河
平

.
北
村

・
河
与
、
凡
拾
壱
軒

と
見
え
る
。
こ
の
申
送
り
は
、
同
年
五
月
廿
日
の

「
次
御
行
司

申
送
り
之
分
」

の
中
に
も

同
様
に
記
さ
れ

て
い
る
。

明
和
五
年
正
月
廿
日
の
次

行
司

へ
の
申
送
り
文

中
に
、

一
西
田
利
兵
衛
変
宅
之
事

と

見
え
、

こ
の
後
、

最
初
に
掲
げ
た
明
和
六
年
正
月
二
十
日
の
記
載
が
あ

り
、

行
司
加
役
に
任
命
さ
れ
て
い
た
と

思

わ
れ

る
。

こ
の

後
は

安
永

三
年

ま
で
、

「
出
勤

帳
」
に
そ
の
名
は
見
え
な

い
。

『
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』

で

は
、

安
永
二
年
閏
三
月
に

「
真
宗

安
心
勧
化
問
答
」
を

「
勧
化
花
実
抄
」
と

改

題
板
行
願
申
出
し
、

聞
届
け
板
行
と
な

っ
て
い
る

。

安
永
三
年
五
月
三
十
日
の
申
送
り
覚
に
は

西
田
屋
利
兵
衛
殿
事

と

の
み
記
さ
れ
る
。

注
12

同
年
八
月
廿
七
日
に
見
え
る

「
西
利
」
は
西
田
屋
利
兵
衛
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
依
れ
ば
、
西
利
は

「
富
札
買
様
秘
伝
」
を
届
出
な
し
で
板
行
し
、

そ
れ

を
京
都
の
近
市

(
近
江
屋
市
兵
衛
か
)
に
売

っ
た

。
近
市
の
言
い
分

で
は
、

西
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利
が

「
行
司
届

ケ

ニ
い
た
し
有
之

候
旨

」
を

述

べ
た
と

の
事

だ
が

、
西

利
は

「
京
都

へ
於
当
地
行
司
届

ケ

ニ
い
た
し
候
杯
と
申
事
、
毛
頭
覚

へ
無
之
段

」
を

述

べ
る
。

こ
の
際
、
西
利
は

「
不
将
の
段
急
度
申
渡
」

さ
れ
、

「
心
得
違

ニ
而

板
行
い
た
し
候
趣

ノ
書
付

ニ
印
形
取
」

ら
れ

て
い
る
。

又

『
富

札
買
様
秘
伝
』

は

「
不
坪
之
書

ニ
付
、
京
都

へ
以
後
売
買

二
遣
し

不
申
様
」
西
利

へ
申
付
け
ら

れ
た

。
安
永
四
年
三
月
五

日
の

「
差
定
帳

」
及
び

「
出
勤
帳

」
か
ら
、
先
宝
暦
九
年

に
絶
板
処
分

に
な

っ
た

「
誹
譜

三
部
書

」
を
売
買
し
、

「
御
轡
」
を
受
け

て
い

注
13

る
こ
と
が

わ
か
る
。
宝
暦
九
年
時
の
板
行
は
轡
を
受

け
る
と
は

思
わ
ず

に
為
さ

れ
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
此
度

の
事
件
は
罪

を
承
知
で

や

っ
た
も
の
と
言

え
よ
う
。

こ
の
後
、
安
永
五
年
九
月

二
十

日
の
行
司
交
替

申
送
り
覚

に

一
西
田
屋
利
兵
衛

・
菊
屋
惣
兵
衛
弐

軒
、

右
は

り
紙

不
相
済
候
間
、
又

ζ
御

吟
味
被
成
候
而
、
は
り
紙

可
被
成

候
事

と

見
え
、
翌
六
年
正
月

二
十

日
の
申

送
り
覚
え
に
も

同
様
の
記
載
が
あ
る

。
張

紙
と

は

「
行
司
当
役
帳
」
文
化

八
年

の
記
事

に
、

一
仲
間
加
入
、
井

ニ
名

前
譲
り
、

名
前
替
、

変
宅
、

印
形
改
、
仲

間
退
キ
等

有
之
候

バ
ー
、

早
速
月
番

之
御
番
所

二
而
地
方
御
役
所

井

二
月
番
惣
会
所

、

張
紙

二
罷
出

可
申
事

と

あ
る
も
の
と

同
じ
も

の
だ
ろ
う
。
用
例
は

「
出
勤
帳
」
安
永
五
年
四
月
八
日

の
記
録

に
も

「
張
紙

二
御

番
所

へ
河
内
屋
八
三
郎
相
勤
、

尤
替
宅
仲
間
退
キ
加

入
等
、

い
さ

ゐ
人

別
印
形

帳

二
有

リ
」
と

見
え
る
よ
う
に
早
い
時
期
か
ら
多

く

あ
る
。
西

田
屋
利
兵

衛
の
名
が

こ
れ

以
後
見
当
ら
な

く
な
る
の
は
、

申
送
り
覚

の
は
り
紙
が
仲
間
退

き
或

い
は

仲
間
休
み
の
届
だ

っ
た

こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。

西

田
屋
利
兵

衛
ば
か
り
で
は
な

く
、

出
勤
を
し
な

い
者
の
中
で
、

仲
間
規
則

に
違
反
を
承
知
で
、

無
届
け
出
版

を
し
、

取
り
扱
い
禁
止
本
の
売
買
を
し
、

御

替
め
を
受
け
る
者
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る

。
例
え
ば
綿
屋
喜

兵
衛
は
天
明
六

注
14

注
15

年
に
仲
間
を
休
み
、
天
明
七
年
に
は

重
板

本
売

買
の
為
に
轡
め
を
受
け
て
い
る
.

こ
の
後
、
寛
政

二
年
十

一
月
に
仲
間
に
再
加

入
し
た
が
、

そ
の
後
も

無
届
出
版

を
行

っ
た
り
、

絶
板
処
分
を
受
け
る
な

ど
を
し

て
い
る

。
逆
に
出
勤
状

態
の
良

い
者
も

い
る
様
に
思
え
る
が
、
特

記
さ
れ
る
働
き
、

重
要
な

役
目
は

本
役
の
者

が
行
う
こ
と
が
多
い
た
め
に
、

全
く
出
勤
し
な

い
者
程
目
立

つ
も

の
で
は
な

い
。

寄
合
ご
と

の
出
欠
記
録
の
比
較
的
多

く
記
さ
れ

て
い
る
場

合
に
於
て
の
み
、

そ

の
出
席
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中

で
比

較
的
出
勤
状

態
が

良
い
事
が

窺
え
る
の
は
、
天
明
七
年
五
月

二
十
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
日
ま
で
加
役
を
勤

め
た
山

口
屋
又

一
と

藤
屋
善
七
で
あ
る

。
こ
の
期

間
、

出
席
者
名
の
記
さ
れ

て

い
る
十

日
の
う
ち
、

山

口
屋
又

一
は
出
席
9

・
欠
席
1
、

藤
屋
善
七
は
出
席
7

欠
席
2
不
明
1
と

な

っ
て
い
る
。

加
役
を
勤
め
た
後
の
書
騨
の
動
き
を
な
が

め
る
と
、

一
方
に
塩
屋
平
助
や
藤

屋
善
七
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

加
役
を
経
て
本

役
行
司
と
な

り
、

そ
の
後

も
行
司
を
何
度
も
勤
め
て
行
く
少
数
の
者
達
が

あ
り
、

他
方
、

加
役
を

一
度
か
、

せ
い
ぜ

い
二
度
程
度
勤
め
た
だ
け
で
、

再
び
行
司
を
勤
め
る
事
の
な

い
多
く
の

者
た
ち
が

い
る
。
後
者
の
中
に
は
更
に
、
俵
屋
太
郎
吉
や
河
内
屋
栄
助
な

ど
の

様

に
加
役
退
役
後
間
も
な
く
、
或
は

二
、

三
年
の
内
に
仲
間
を
休
み
、

退
い
て

い
く
者
が

い
る
。
加
役
を
体
験
し
た
後
の
、

こ
の
二
様
の
在
り
方
は
、

加
役
在

任
中

の
出
勤

の
状
態
と

も
微
妙

に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
先
に
も

述

べ
た

如
く
、
極
め
て
多
忙
な
行
司
職
を
勤
め
得
る
の
は
、
時
間
的

・
経
済
的

に
余
裕
の
あ
る
書
騨
だ
け
で
あ
る
。
加
役
の
者
が

本
役
同
様

に
出
勤
し

よ
う
と

す
れ
ば
、

そ
れ
は
若
手
の
小
規
模
な
書
騨
に
と

っ
て
は
、
経
営
の
中
心
と

な
る

一24一



(別

表
)

A

糸
屋
市
兵
衛

o

柏
原
屋
佐
兵
衛

0OOOO

山
城
屋
忠
次
郎

阿
波
屋
平
八

正
木
屋
小
兵
衛

伊
丹
屋
庄
次
郎

浪
花
屋
忠
五
郎

o

和
泉
屋
幸
助

o

塩
屋
平
助

o
富
士
屋
長
兵
衛

o
播
磨
屋
佐
兵
衛

o
天
満
屋
源
次
郎

o

な
ら
や
三
兵
衛

o
泉
屋
孫
兵
衛

o
小
刀
屋
六
兵
衛

灘
屋
源
兵
衛

西
田
屋
利
兵
衛

鴻
池
屋
長
右
衛
門

和
泉
屋
治
郎
兵
衛

o

本
屋
丹
六

船
橋
屋
治
兵
衛

蛭
屋
吉
兵
衛

柏
原
屋
庄
兵
衛

増
田
屋
源
兵
衛

大
久
保
屋
平
兵
衛

o

安
井
重
兵
衛

o

正
本
屋
清
兵
衛

o

和
泉
屋
源
七

敦
賀
屋
六
兵
衛

勝
尾
屋
六
兵
衛

播
磨
屋
九
兵
衛

平
野
屋
源
兵
衛

藤
屋
善
七

伊
せ
屋
喜
右
衛
門

表
紙
屋
弥
七

大
坂
屋
八
重
郎

志
方
屋
与
兵
衛

富
士
屋
文
蔵

大
津
屋
治
郎
右
衛
門

o

正
本
屋
利
兵
衛

伏
見
屋
嘉
兵
衛

天
王
寺
屋
庄
兵
衛

o

伏
見
屋
利
兵
衛

o

綿
屋
喜
兵
衛

0OOOO

柏
原
屋
重
兵
衛

塩
屋
三
郎
兵
衛

岩
井
伝
蔵

堺

忠

升
屋
平
助

紙
屋
与
八

布
屋
源
兵
衛

亀
屋
武
兵
衛

大
和
屋
庄
兵
衛

本
屋
庄
次
郎

田
川
屋
正
助

墨
屋
儀
右
衛
門

伊
丹
屋
善
兵
衛

布
屋
和
五
郎

万
屋
新
右
衛
門

奈
良
屋
長
兵
衛

山
日
屋
又

一

塩
屋
忠
兵
衛

和
泉
屋
善
兵
衛

平
野
屋
半
右
衛
門

俵
屋
太
郎
吉

加
賀
屋
善
蔵

丹
波
屋
助
七

塩
屋
喜
介

河
内
屋
栄
助

油
屋
甚
七

藤
屋
清
介

升
屋
七
右
衛
門

海
部
屋
勘
兵
衛

柏
原
屋
嘉
兵
衛

河
内
屋
太
兵
衛

松
本
平
四
郎

塩
屋
長
兵
衛

津
国
屋
惣
七

柏
原
屋
嘉
兵
衛

加
嶋
屋
久
兵
衛

小
川
屋
清
右
衛
門

和
泉
屋
重
兵
衛

B

宝
暦
十

一
・
十

一

宝
暦
十

二

・
九

(宝
暦
十
四

・
正
)

宝
暦
十

四

・
正

明
和
元

・
九

(
宝
暦
十
四
も
か
)

明
和
元

・
九

明
和
二

・
正

明
和
二

・
正

明
和
二

・
五

明
和
二

・
五

明
和

二

・
五

明
和
二

・
九

明
和
四

・
正

明
和
四

・
正

明
和
四

・
五

明
和
四

・
五

明
和
五

・
九

明
和
六

・
正

明
和
七

・
五

明
和
七

・
五

明
和
七

・
九

明
和
八

・
正

明
和
八

・
正

安
永
元

・
正

安
永
元

・
正

安
永
元

・
九

安
永
二

・
九

安
永

二

・
九

安
永
三

・
正

安
永
三

・
五

安
永
四

・
正

安
永
四

・
正

安
永
四

・
五

安
永
四

・
五

安
永
四

・
九

安
永
四

。
九

安
永
五

・
正

安
永
六

。
正

安
永
六

・
正

安
永
六

・
五

安
永
六

・
九

安
永
七

・
正

安
永
七

・
五

安
永
七

・
九

安
永
七

・
九

安
永
八

・
正

(安
永
六

・
五
)

安
永
八

・
九

安
永
九

・
正

安
永
九

・
正

安
永
十

。
正

天
明
二

・
正

天
明
二

・
正

天
明
二

・
九

天
明
三

。
正

天
明
三

・
五

天
明
三

・
九

天
明

四

・
九

(
天
明
元
)

天
明
五

・
正

天
明
五

・
正

天
明
六

・
正

天
明
七

・
正

天
明
七

・
五

天
明
七

・
九

天
明
八

・
正

天
明
八

・
五

天
明
八

・
五

天
明
八

・
九

(途
中
よ
り
本
役
)

天
明
九

。
正

寛
政
元

・
五

寛
政
三

・
正

寛
政

三

・
正

寛
政
四

・
正

寛
政
五

・
正

寛
政
六

・
五

寛
政
六

・
五

寛
政
六

・
九

寛
政
六

・
九

寛
政
八

・
正

寛
政
八

・
五

寛
政
九

・
正

寛
政
十

.
五

寛
政
十

・
九

寛
政
十
二

・
九

C

(寛
保
三

・
五
)

(
株
譲
受
)

明
和
六

・
正

明
和
五

・
十

一

明
和
五

・
十

一

宝
暦
十
四

・
二

安
永
二

・
正

明
和
五

・
十

一

明
和
七

・
正

安
永
元

・
正

明
和
六

・
九

安
永
八

・
九

(名
前
譲
)

天
明
五

・
七

天
明
五

・
四

天
明
六

・
五

天
明
五

・
四

安
永
九

・
五

寛
政
二

・
十

一

寛
政
三

・
五

寛
政
三

・
十

一

寛
政
五

・
六

寛
政
二

・
十

一

寛
政
二

・
八

(寛
政
十
二

・
正
)

名
前
変

D1.61.42.25.51・010.43.65.46.4(0.4)1.58●83.52.03.12.23.07。96.22.114.2(0.8)
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F

「

寛
延
六

～

享
和
三

宝
暦
七

～

寛
政
十
三

宝
暦
九

～

同
十

宝
暦
七

～

明
和
二

宝
暦
十
二

～

寛
政
三

宝
暦
六

～

安
永
七

宝
暦
二

ー

同
九

宝
暦
八

～

天
保
五

享
保
十

一
～

天
明
五

延
享
三

～

文
化
七

宝
暦
四

～

文
化
六

明
和
五

～

文
政
三

宝
暦
七

～

安
永
二

天
明
五

明
和
七

明
和

四

～

同
五

明
和
三

宝
暦
九

～

文
化
十
五

宝
暦
六

～

文
化
十

宝
暦
十
四

～

天
明
六

寛
政
六

～

享
和
三

明
和
九

～

寛
政
七

安
永
四

～

文
化
十

一

安
永
七

～

安
政
五

安
永
四

～

安
政
三

宝
暦
七

～

宝
暦
九

文
化
十

一

～

文
政
五

天
保
五

～

天
保
九

安
永
九

～

天
明
六

安
永
七

天
明
二

寛
政
七

～

天
保
十
三

寛
政
四

～

同
十
二

安
永
三

～

文
化
七

宝
暦
九

天
明
五

～

明
治
六

天
明
四

～

同
五

天
明
六

～

嘉
永
五

天
明
元

～

享
和
三

天
明
八

～

嘉
永
五

寛
政
五

～

同
七

天
明
七

5

寛
政
十
二

天
明
六

天
明
七

ー

明
治
六

天
明
元
年

天
明
四

～

天
保
三

寛
政
三

～

寛
政
七

寛
政
三

天
う明
八

寛
政
三

～

同
十
二

寛
政
七

～

天
保
三

寛
政
四

寛
政
六

～
明
治
六

寛
政
五

～

文
政
十
三

寛
政
三

～

享
和
元

寛
政
七

～

文
政
三

寛
政
元

～

文
化
九

G

6032

 

32
(
1
)

7
(
1
)

10
(
4
)

476

 

73
(
1
)

11
(3
)

18
(
1
)

137

 

9
(
1
)

14314216

 

72
(
1
)

22

 

M
(
2
)

5144

 

2
(
1
)

4
(
1
)

3211
(
1
)

10
(
3
)

14

 

123
(
1
)

951117

 

68
(
1
)

311336
(
1
)

159

 

41劃626
(
1
)

1槻
(
6
)

34
(
1
)

14

 

411

H

1

寛
政
十

一
・
九

寛
政
七

・
九

(明
和
五

・
十

二
、

(
三
郷
御
構
)

天
明
八

・
正

明
和
九

・
九

仲
間
退
き
)

安
永
七

・
正

(安
永
九

・
五

会
席
之
滞
)

寛
政
十
二

・
正

天
明
五

・
正

明
和
七

・
九

寛
政
十
二
・
九

(天
明
七

重
板

二時
休
み

寛
政
五

再
加
入
)

(芳
野
屋
平
兵
衛
よ
り
株
譲
受
)

明
和
六

・
正

(
明
和
六

仲
間
退
き
)

寛
政
九

・
九

寛
政
二

・
五

天
明
七

・
九

天
明
三

・
九

寛
政
十

一
・
九

安
永
八

・
五

寛
政
三

・
五

寛
政
十

一
・
九

(寛
政
四

・
五
再
加
入
)

(寛
政
元
年
以
前
に
死
去
)

(
安
永
七

。
九

仲
間
休

み
)

天
明
七

・
正

寛
政
四

・
九

安
永
九

・
五

寛
政
六

・
五

天
明
四

・
九

天
明
五

・
五

(寛
政
元
か
二

天
明
四

・
九

寛
政
二

・
五

寛
政
七

・
正

寛
政
十

・
九

仲
間
退
き
)

寛
政
三

・
九
ま
で

(寛
政
四

仲
間
休
み
)

寛
政
二

・
九
ま
で

(寛
政
四

仲
間
休
み
)

寛
政
九

・
九
ま
で

寛
政
八

・
五
ま
で

(寛
政
九

仲
間
休
み
)

寛
政
十

一
・
五
ま
で
行
司

寛
政

八

・
正
ま
で

寛
政
八

・
五
ま
で

寛
政
九

・
五
ま
で

寛
政
十
二

・
五
ま
で
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1

表
IHGFEDCBA

書
騨
名

(o
印
は

「加
役
」
と
明
記
せ
る
も
の
、
他
は
推
定
に
よ
る
)

行
司
加
役
就
任
年
月
日

本
屋
仲
間
加
入
年
月
日

仲
間
加
入
か
ら
加
役
就
任
ま
で
の
期
間

(年

・
月
)

加
役
就
任
ま
で
の
出
版
点
数

出
版
活
動
期
間

出
版
総
点
数

(

)
内
は
絶
版
点
数

行
司
最
終
就
任
年
月

(但
し
、
享
和
以
後
も
続
く
も
の
は
不
記
)

(

)
内
に
注
記
事
項

行
司

(含
加
役
)
就
任
回
数

※
は
、
享
和
以
後
も
続
く
も
の
・
数
字
は
寛
政
期
ま
で

本
表
は

「
出
勤
帳
」

の
記
載
を
基
と
し
、
「裁
配
帳
」
「
差
定
帳
」
等
を
も
参
照
し
つ
つ
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
E
、
F
、
G
は
、

「享
保
以
後

大
阪
出
版
書
籍
目
録
」
に
依
る
。



者
を
失
う
事
と

同

じ
事
で
あ

ろ
う
。
加
役
を
滞
り
な
く
勤

め
得
た
者
は
、
既

に

行
司
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
事
を
示
し
得
た
事

に
な
り
、
然
も
加
役
の
経
験

は

そ
の
将
来

に
と

っ
て
確
実

に
有
意
義
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
が
、

一
方
、

こ

れ
を
完
全
に
は
勤
め
得
な

い
者

に
と

っ
て
は
、
む
し

ろ
そ
の
加
役
と

い
う
役
職

が
負
担
と

な
り
、
自
家
の
経
営
を
危
く
し
て
し
ま
う
と

い
う
事

に
も
な

っ
た
の

で
は
あ
る
ま

い
か
。
加
役
は
、

い
わ
ば
諸
刃
の
剣
の
如
き
性
格
を
持

っ
て

い
た

よ
う
に
思
え
る
。

前
掲
表
の
行
司
就
任
回
数

に
注
目
す
る
と
、
明
和
末
頃
か
ら
安
永
、
天
明
の

半
ば
に
か
け
て
、

一
人
の
行
司
就
任
回
数
が

一
回
或

い
は

二
回
と

い
う
場
A
口
が

多
く
な

っ
て
い
る
。

一
人

一
人
の
回
数
は
少
な
く
、
加
役
と
な

っ
た
者
の
延

べ

人
数
が
多
く
な

っ
て
お
り
、
当
時
次

々
と

そ
の
構
成
員
が
変

わ

っ
て

い

っ
た
事

が
わ
か
る
。

既
述
の
よ
う

に
、

こ
の
時
期
は
、
加
役
帳
が
作
成
さ
れ

(安
永
六
年

)
、
ま

た
加
役
の
出
勤
状
態
の
悪

い
事

に
対
し
て
注
意
が
促
さ
れ
た

(
安
永
九
年

)
時

期
で
も
あ
る
。
こ
の
時
期
を
過
ぎ
、
天
明
の
後
半
か
ら
寛
政

に
か
け
て
、

一
人

一
人
の
行
司
就
任
回
数
が
増
し
て

い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
加
役
も
含
め
て
、
行

司
の
構
成
員
が
徐

々
に

一
定
化
し
て
ゆ
く
と

い
う
傾
向
が
強
ま
り
、
寛
政
九
年

中
の
行
司
組
替
で
は
、
加
役
行
司
は

一
人
と
な

っ
て
、
行
司
と
共
ハ
に
そ
の
構
成

員
は
固
定
化
す
る
事
と
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
参
考
の
た
め

に
.
宝
暦

九
年
か
ら
文
化
三
年
迄
の
本
屋
仲
間
員
数
を
示
し
て
お
く
。

宝
暦
九
年

一
○

二
人

安
永
八
年

(
二
月
)

安
永
八
年

(
四
月
)

天
明
三
年

天
明
七
年

一
四

一
人

一
八
八
人

一
六
六
人

一
四
九
人

寛

政
七
年

一
二
五
人

文
化

三
年

一
四
五
人

本

屋
仲
間

員
の
数
は
安
永
か
ら
天
明
期

に
か
け
て
目
ざ
ま
し

く
増
加
し
、

天

明
期
終

わ
り
か
ら
寛
政
期

に
か
け
て
か
な
り
減
少
し
て

い
る
。
こ
の
仲
間
員
数

の
変
化
と
、

こ
れ
ま

で
述

べ
て
き
た
事
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、

明
和
か
ら

安
永
を
経
て
天
明
の
初
期

に
か
け
て
の
時
代
は
、
宝
暦
以
降
に
創
業
し
、

経
営

規
模
、
経
済
力
共
ハ
に
、
未
だ
弱
小
な
書
腔
が
軒
を
争

っ
て

い
た
時
期
で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
小
書
騨
が
自
家
の
営
業
に
追
わ
れ

て
い
る

不

安
定
な
段
階

で
あ
り
、
行
司
を
勤
め
る
余
裕
を
も

つ
に
は
至

っ
て
い
な
か

っ
た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
天
明
期
後
半
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
は
、

ま
さ
に
そ
れ

ら
小
書
騨
が
陶
汰
さ
れ
て

い
く
時
代
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

再
び
表
の
行
司
就
任
回
数
を
眺
め
る
と

、

一
回
や
二
回
と

い
う
数
が

並
ぶ
中

に
、
点

々
と
多
く
の
回
数
が
見
え
る
。
林
立
す
る
小
書
擁
の
中
に
あ

っ
て
、

そ

こ
で
生
き
残
る
こ
と

の
で
き
た

こ
れ
ら
の
書
騨
が
、

寛
政
期
以
後
、
豊
か
な

財

力
を
持

つ
大
書
騨

へ
と
発
展
し

て
い

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

.』
ノ＼

 

以
上

の
よ
う

に
、
当
時
の
本

屋
仲
間

に
お
い
て
不
安
定
な
位
置

に
あ

っ
た

行

司
加
役
と

い
う
存
在
の
実
体
を
明
ら
か

に
す
る

こ
と
は
、
出
版
流

通
機
構
研

究

に
お

い
て
基
本
的
な
意
義
を
持

っ
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

。
近

世
の
文

学
研
究
の
場

に
お

い
て
、
多
く
の
板
本
が
使
用
さ
れ
る
事
は
言
う

迄
も
な

い
。

一
板
本
の
出
版
事
情
を
考
慮
す
る

に
当
た
り
、

そ
の
書
を
板
行
し
た
書
騨
が

行

司
に
名
を
連

ね
て

い
る
と

い
う

一
点

に
よ

っ
て
、
加
役
を
も
本
役
と
同
様
の
大

書
騨
と

見
倣
し
て
は
大
き
な
誤
解
を
生
ず
る
事
と
な

ろ
う
。

そ
し

て
行

司
加
役

一25「



を
経
験
し
た
書
騨
の
浮
沈
は
、

そ
の
ま

ま
当

時
の
出
版

界
の
状
況
を
雄
弁
に
物

語

っ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が

で
き

そ
う

で
あ
る
。
今
後
は

更
に
、
本

稿
に
述

べ

て
き
た
事
柄
と
各
書
騨
の
実
際
の
出
版
活
動
ど

を

照
ら
し

合
わ
せ
考
察
し

て
行

く
事
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
行
司
加
役

に
就

い
て
の
考
察
が

文
学
研
究
に
直

接
に

役
立

つ
と
は
言
え
な

い
か
も
し
れ
な

い
が
、

こ
の

よ
う
な

調
査

を
積

み
重

ね
る

事

に
よ
り
、
出
版
機
構
を
明
ら
か

に
し
て
行
く
事
が
、
今
は

必
要
で
あ
る
と

思

う
。

「
仲
間
記
録
」

に
見
え
、
自
明
な
事
柄
と

し
て
看
過

さ
れ

て
い
る
用

語
の

中

に
は
、

「
加
役
」
の
如
く
、

出
版
研
究

に
と

っ
て
、

そ
の
概
念
の
明
確
化
が

不
可
欠
な
も
の
が
、
な

お
少
な
か

ら
ず
存

在
し

て

い
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

注

1

「日
本
書
誌
学
用
語
辞
典
」

(雄
松
堂
出
版
)

「板
木
屋
」
の
項
で
は

「板
屋
。
版
元
。
出
版
書

店
。
江
戸
初
期
の
版
本
の
刊
記
に
多
く
見
え
て
い
る
。
最
初
の
頃
は
彫
版
す
る
者
、
即
ち
出
版
書
店

で
あ

っ
た
が
、
江
戸
中
期
以
後
は
、
彫
版
を
業
と
す
る
も
の
に
な

っ
た
。
」
と
す
る
。

2

多
治
比
郁
夫
氏

「近
世
大
阪
印
刷
史
」

(
「大
阪
印
刷
百
年
史
」
第

一部
印
刷
文
化
史
掲
載
)
に

依
る
。

3

「鑑
定
録
」

(
「大
坂
本
屋
仲
間
記
録
」
第
八
巻
所
収
)

「享
保
九
年
甲
辰
正
月
十
三
日
」
条

中

「同
時
二
仲
間
江
加
入
之
仁
拾
弐
人
、
左
ニ
連
名
記
之

(中
略
)
中
船
場
町

大
塚
屋
惣
兵
衛
」

と
見
え
る
。

4

こ
の
当
時
行
司
は
、
審

・
慎

・
明

・
篤

・
博
の
五
組
か
ら
成

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
順
番
で

四
ケ
月
毎
に
、
即
ち
毎
年
正

・
五

・
九
月
の
二
十
日
或
い
は
二
十

一
日
に
交
替
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。

5

「出
勤
帳
」

(
「大
坂
本
屋
仲
間
記
録
」
)
五
番
安
永
八
年
四
月
二
十
六
日
条

「落
印
御
断
/
本

屋
仲
間
/
高
麗
橋

一
丁
め
/
藤
屋
弥
兵
衛
/
去
三
月
病
死
仕
、
死
跡
不
相
極
落
印
」
と
見
え
る
。
此

所
の
二
度
の

「印
形
休
」
は
病
気
の
故
に
本
役
勤
務
に
は
堪
え
得
な
か
っ
た
為
で
は
あ
る
ま
い
か
。

6

「出
動
帳
」

(
「大
阪
本
屋
仲
間
記
録
」
)
後
記
に
依
る
。

7

本
屋
仲
間
の
総
会
に
相
当
す
る
。
通
常
年

一
回
開
催
。
安
永
二
年
ま
で
は
正
月
十
七
日
定
会
。
安

永
四
年
以
後
は
三
月
十
七
日
西
照
庵
に
於
て
開
か
れ
る
。

8
る
o 但

し
、

事
情
に
よ
り
本
役
を
退
く
場
今只

主
に
自
家
中
よ
り
子
息
、
手
代
を
後
任
と
す
る
事
も
あ

9

「
一塩
喜
退
役
ニ
付
、
跡
役
評
義
二
付
惣
寄
合
之
上
、
行
司
五
組
共
此
度
改
、
組
替
相
極
り
候
事
」

(
「出
勤
帳
」
寛
政
九
年
十

一
月
十
五
日
)

10

「寄
合
之
事
、
前
日
晦
日
廻
章
相
認
出
し
申
候
而
、
当
日
暮
時
分
6
惣
分
木
津
仁
席
へ
御
集
会

博
組
6
秋

一
殿

・
こ
ん
い
殿

審
組
6
吉

一
殿

・
増
源
殿

明
組
δ
柏
清
殿

・
い
つ
善
殿

・
ふ
じ
弥
殿

・
河
多
殿

明
組
御
人
二
付
、
惣
よ
り
合
い
た
し
候
義
故
、
此
組
不
残
御
よ
り
可
被
成
旨
相
通
候
所
、
四

人
御
出
席
残
り
は
御
不
参

篤
組

16
柏
与
殿

・
河
キ
殿

右
之
通
御
出
席
之
上
、
次
行
司
明
組
小
六
殿
病
気
御
断
、
寺
田
氏
死
去
、
両
人
相
閾
候

二
付
、
相
加

へ
申
候
人
数
書
出
し
及
相
談
候
所
、
惣
分
6
行
司
組
合
相
加

へ
申
義
は
、
入
札
い
た
し
可
然
と
の
評

義
二
相
成
り
、
則
入
札
い
た
し
候
所
七
枚
之
内
丹
伝
殿
六
枚
有
之
、
小
川
や
清
右
衛
門
殿
七
枚
之
内

五
枚
有
之
候

ニ
付
、
本
役
丹
伝
殿
二
相
極
り
、
加
役
小
川
や
二
相
極
申
候
、
併
ニ
篤
組
加
役
未
無
之

由
、
此
席
ニ
相
極
メ
置
申
度
被
仰
出
候
ニ
付
、
是
又
入
札
い
た
し
候
処
、
入
札
九
枚
之
内

嶋
蕨
㎜
三
鰍

跡
三
枚
は
名
前
別
也
、
右
亀
安
殿
先
開
キ

ニ
有
之
候
間
、
篤
組
ノ
加
役
亀
安
殿
ニ
相
極
り
申
候
事
此

義
夫
ー
へ
役
義
申
渡
候
事

ハ
、
当
組
16
相
通
し
可
申
旨
、
惣
分
δ
御
頼
二
御
座
候
也
」

(
「出
勤
帳
」
寛
政
十
年
九
月

=
日
)

11

五
月
十
七
日
、
木
津
仁

二
而
寄
合

一
明
組
行
司
之
内
、
泉
屋
善
兵
衛
殿
病
死
被
致
候
、
跡
役
之
義

二
付
惣
寄
合
致
候
上
、
例
格
之
通
り

惣
体
入
札
二
相
成
、
開
札
い
た
し
候
所
、
柏
原
屋
嘉
兵
衛
殿

二
相
極
り
、
則
差
紙
遣
し
候
ヘ
ハ
、

折
節
御
他
出

二
付
、
明
組
御
行
司
中
へ
宜
敷
御
通
達
可
被
下
候
様
相
頼
申
候
事

明
組
、
柏
清
殿

・
丹
伝
殿

・
津
宗
殿

篤
組
、
柏
与
殿

・
山
又
殿

・
ふ
し
善
殿

博
組
、
秋
徳
殿

・
藤
九
殿

審
組
、
増
源
殿

・
柏
十
殿

〆
右
御
出
会

(
「出
勤
帳
」
寛
政
十
二
年
)

12

一
同
廿
七
日
、
京
行
司
状
到
来
、
於
京
都
、
富
買
様
秘
伝
、
近
市
δ
売
出
し
被
申
候
所
、
京
御
役

所
右
御
召
被
成
、
右
之
書
御
吟
味
之
所
、
当
地
西
利
δ
買
取
候
趣
、
其
上
西
り
行
司
届
ケ
ニ
い
た
し

有
之
候
旨
被
申
候
様
、
近
市
被
申
候
趣
二
付
、
京
行
事
衆
6
此
段
相
尋
ニ
参
り
申
候
故
、
則
日
大
惣

二
而
寄
会
い
た
し
、
西
利
呼
寄
、
右
不
将
之
段
急
度
申
渡
し
、
其
上
心
得
違

ニ
而
板
行
い
た
し
候
趣
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ノ
書
付

ニニ印
形
取
、
尤
京
都
へ
於
当
地
行
司
届
ケ
ニ
い
た
し
候
杯
と
申
事
、
毛
頭
覚

へ
無
之
段
被
申

候
故
、
其
旨
右
書
付
ヲ
以
口
書
受
取
、
右
之
趣
ヲ
以
京
都
へ
返
書
相
認
、
廿
七
日
之
夜
相
上
し
申
候
、

委
細
京
書
状
拍
ニ
有
之
候
事

「
同
廿
七
日
、
又
ζ
・京
δ
書
状
参
り
、
富
札
買
様
秘
伝

ハ
不
塀
之
書

二
付
、
京
都
へ
以
後
禿
買

二

遣
し
不
申
様
ニ
、
板
元
西
利
へ
申
付
候
様
申
参
り
、
則
九
月
朔
日
西
利
呼
寄
せ
、
右
之
段
申
渡
し
候
、

則
朔
日
京
返
事
上
し
申
候
、
則
書
状
拍
二
委
く
有
也
、
其
後
京
御
役
所
表
相
済
候
旨
申
参
候
事

(
「出
勤
帳
」
安
永
三
年
八
月
二
十
七
日
)

13

安
永
四
年
未
三
月
、
先
年
絶
板
被
仰
付
候
誹
譜
三
部
書
、
西
田
屋
利
兵
衛
売
買
被
致
候

ニ
付
御
筈

被
仰
付
、
右
之
義

二
付
、
三
月
五
日
行
司
共
御
召
披
成
候
二
付
、
口
上
書
差
上
候
拍

乍
恐
口
止

本
屋
仲
間
行
司
共

「
昨
五
日
、
私
と
も
御
召
被
為
成
、
先
年
絶
板
被
為
仰
付
候
誹
譜
三
部
書
、
此
度
錺
屋
町
西
田
屋

利
兵
衛
方

二
而
、
右
三
部
之
書
売
候
義
存
居
候
や
と
様
子
御
尋

二
御
座
候
、
此
段
乍
恐
左

二
奉

申
上
候

一
右
三
部
之
書
之
義

ハ
、
宝
暦
九
卯
年
二
月
、
絶
板
被
為
仰
付
候
趣
被
仰
渡
奉
畏
、
則
其
節
行
司

共
古
仲
間
者
共

へ
、
右
絶
板
二
被
為
仰
付
候
間
、
以
来
堅
く
商
売
致
間
敷
旨
急
度
為
申
聞
、
承

知
之
印
形
取
置
申
候
、
依
之
中
間

}
統
奉
承
知
相
守
罷
有
候
、
其
後
右
之
書

一
切
私
共
見
当
り

不
申
、
殊

二
利
兵
衛
方

ニ
内
分

二
而
売
候
義

ハ
、
猶
以
曽
而
不
奉
存
候
、
以
来
仲
間
之
者
と
も

弥
心
得
違
ひ
無
之
様

二
得
与
申
聞
せ
、
急
度
為
相
守
可
申
候
、
此
度
利
兵
衛
売
候
義
、
私
共
不

及
承
候
段

ハ
不
念
之
義
奉
誤
候
、
御
免
被
為
成
下
候
ハ
、
御
慈
悲
有
難
可
奉
存
候

安
永
四
年
未
三
月
六
日

本
屋
行
司

(行
司
名
省
略
)

御
奉
行
様

此
通
可
申
上
候
間
、
差
置
帰
り
候
様
被
仰
聞
候

掛
り
磯
や
与

一
兵
衛
様

(
「差
定
帳
」
安
永
四
年
)

1415

(
「出
勤
帳
」
安
永
四
年
)

一
綿
屋
喜
兵
衛
殿
義
、
仲
間
相
休
申
度
旨
書
付
今
日
被
差
出
候
、
張
紙
之
御
序

二
御
断
被
下
度
候

事

(
「出
勤
帳
」
天
明
六
年
五
月
二
十
日
)

一
大
津
屋
次
郎
右
衛
門
6
願
出
候
、
白
石
噺
吉
原
之
段
、
重
板
天
満
屋
源
次
郎
方

二
仕
候
而
売
買

仕
候
様
、
達
而
願
出
候

二
付
、
天
満
屋
源
次
郎
呼
寄
せ
吟
味
仕
候
処
、
堀
江
綿
屋
喜
兵
衛
と
申

者
、
重
板
仕
候
本
ヲ
買
取
売
出
し
候
様
申
候

ニ
付
、
不
将
之
段
急
度
申
渡
、
右
板
木
行
司
へ
取

上
ケ
、
誤
り

一
札
受
取
相
済
候

(
「出
勤
帳
」
天
明
七
年
十

一
月
二
十
六
日
)

〔追

記
〕

本
稿
は
ひ
と
え
に
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
編

「大
坂
本
屋
仲
間
記
録
」
に
拠

っ
て
成
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一27一

 

三
月
五
日

西
田
屋
利
兵
衛
絶
板
之
三
部
書
売
候

二
付
、
御
替
メ
ニ
付
、
行
司
御
召
二
而
宗
旨
御
役
所
江
罷

出
、
行
司
共
此
義
不
相
知
候
段
不
届
之
至
、
書
付
を
以
申
上
候
様

ニ
仰
被
付
、
其
日
佃
屋
二
而

寄
今R

翼
六
日
書
付
差
上
候
、
文
言
差
定
帳
面
ニ
控
有
之
候
、
同
時
、
田
原
や
平
兵
衛
方

ニ
幽

遠
随
筆
新
板
被
致
候
、
右
願
候
年
月
書
上
候
様
二
仰
被
付
、
是
も

一
所
二
書
付
差
上
候


